
たかさごっこ 結
ゆ

っくりん相談について 

 

１ 事業概要 教育委員会から、市内の小・中学生に支給しているタブレットを 

       活用して、相談窓口を案内することで、既存の相談窓口の周知を 

強化し、こどもが直接相談できる体制を整備するもの。 

 

２ 周  知 児童生徒向け 各学校から児童生徒にチラシを配布 

       保護者向 け スクリレで配信 

 

３ 運用開始 市内の小学生及び中学生が、夏休みから利用できるように開始  

４ たかさごっこ 結
ゆ

っくりん相談の活用イメージ（以下のとおり） 

ステップ１ 教育委員会から支給しているタブレット等で QR コードを読み込む 

 

ステップ２ 相談者が自ら希望する相談方法を選択 

              

                                      

 

 

                            

                                   

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  

ステップ３ 結
ゆ

っくりんで相談者から申請された内容を受信 

受信後、こども窓口課から相談者に連絡をとり、希望する待ち合わ

せ場所や日時を調整し、相談者と直接会って相談にのる。 

相談内容に応じて、関係機関と連携をとり支援に繋げる。 

【SNS で相談を望する場合】 （実施主体） 

親子のための相談 LINE   （兵庫県） 

ひょうごっ子 SNS 悩み相談（兵庫県）結

 

 

 
【電話で相談を希望する場合】 

こどもの人権１１０番  （法務省） 

児童相談所１８９     （こども家庭庁） 

ひょうごっ子悩み相談（兵庫県） 

こども家庭相談センター結
ゆ

（ゆ）っくりん（高砂市） 

 

【直接会って相談を希望する場合】  

ロゴフォーム上で以下の項目を入力（高砂市） 

名前・所属・メールアドレス・相談内容等を入力 

 

 

既存の相談窓口

周知の強化 
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